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１．軽油引取税の課税免除制度の継続を求める意見書
　軽油には、都道府県が課税する軽油引取税がかけられています。この税は道路整備の目的税であっ
たことから、道路を使用しない鉄道・農業・林業・製造業などの機械燃料として消費されるものに関
しては申請により課税免除され、これまで様々な産業の経営に大きく貢献してきました。
　ところが平成 21 年度に地方税法等が改正されて、この税が道路目的税から普通税に変更されたこと
により、これまで免除されてきたものにも課税されてしまうことになりました。このことは、事業者
にとって大変大きな負担の増加となり、経営が一段と厳しくなることは避けられません。なかでも冬
季観光産業の重要な柱であるスキー場では、ゲレンデ整備車や降雪機など多量に軽油を消費する機械
利用があり、課税免除制度の廃止は地域経済に大打撃を与える死活問題となりかねません。
　したがって、この制度は高山市にとっても継続される必要性があり、これまで 3年間の期限付きで
2回 6 年継続されてきましたが、その都度、高山市議会も継続を要望する意見書を提出してきたとこ
ろです。
　その 2回目の期限が平成 27 年 3 月 31 日であることから、さらにそれ以後も制度を継続していただ
くべく、強く要望する意見書の提出を全員一致で決議いたしました。

２．積雪寒冷地域対策の推進を求める意見書
　積雪寒冷地域は、豊かな自然環境を兼ね備えた地域でもあり、食料やエネルギーの供給地として我
が国を支える重要な役割を担っています。
　しかし近年、過疎化・高齢化の進行に加え、経営体力低下などにより除排雪を担っていた地元建設
業者が減少するなど、地域の克雪力が急激に弱体化しています。
　こうした現状に対し、国は豪雪地帯対策基本計画を練り直すことにより、雪処理の担い手確保も見
据えた除排雪体制の整備や降雪時の交通・通信機能の確保など、総合的な豪雪地帯対策を位置付けた
ところです。
　しかしながら、計画に伴う自治体への各種措置は、平常の降雪状況下においては十分な手当てがな
されているとは言い難く、慢性の雪対策に悩む高山市など多くの多雪地域にとって、克雪は相変わら
ず大きな負担のままとなっています。
　よって高山市議会は、計画の積極的な推進を訴えるとともに、現場に則した支援策の強化を強く求
めて、国に対し意見書を提出することを全員一致で決議いたしました。


